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本表明治四十三年以後結果合計ト種類別合計ト符合セサrtz・2N結果事件ノ種類別二於テ闘席判決二封スrレ故障其他ノ件数ヲ掲ケサル

二山ル次表亦同シ

本表訴訟結果事件ノ種類別ヲ掲クレハ次ノ如シ

　　年次1人酬土地1建物及酬
明7台三・・ft三年

同　三十四年
同　三十五年
同　三十六年

同　三十七年
同　三＋八年
r司　三十九年

同　四十年
同　四十一年

同　四十二年
岡　四十三年
何　四十四年
同四十五年大正元：f

16
26
16
35

46
86

］06

135
160

208
215
218
2551

25V
200
176
248

299
283
729
563
519

635
728
733
904

107
60

112
95

ユ06

72
89
97
77

94
92
99
113

　4

金　鎧i 噸剰物品』司娼当合計
　　L1，1881

　917
　840
　922

　891
1，107

1，638

1，819

1，978

2，232

2，587

2，473

2，646

215
79
84

150

131
200
201
218
180

148
137
200
279

6
7
3
2
9
7
5
0
7
3
1
7
8

2
2
2
3
2
3
3
3
3
5
3
4
5

4
8
0
9
7
9
4
9
7
4
9
3
0

3
2
2
1
2
1
2
1
1
1
　
1
2

181
217
181
267

327
273
376
344
350

245
290
155
138

2，0・26

1，554

1，452

1，768

1．856

2，077

5，198

3，225

3β18

3，629

4，089

3，938

4，413

824．法院藪及職員（纏数）
　　本表ニハ検察局職員ヲ合算ス

年　　…爽

末
ク
ク
ク
ク

．
ド
．
ド
ド
．
F
．
ヒ
8

ベ
　
ベ
　
ベ
　
ノ
ユ
　

ノ
　

三
四
五
六
七

＋
＋
＋
十
十

三
三
三
三
三

治明
同
同
同
同

同三十八年ク

同三十九年グ

法院
　　‘到官
敷　・

4
’
4
4
4

4

4

4

－
り
臼
9
0

3
3
り
】
O
U

託囑
員

通
記
及
記

書
長
書

察検
官

23
　＊

24
　＊

24
　＊

3
3
3
3
9
3
9
3
9
3

1
1
1
1
⊥
－
よ

99

103

100

95

93

133

139

0
1
0
V
O
O

4
4
n
δ
0
0

28

32

28

4
〈
1
5

0
＝
2
1
12

雇傭

101・　89

12

合計

　　28103

121　　33
　　29189

　　2728

　　2397
　＊　　3

　　297
　＊　　3

　　362150
　＊　　3

年　　次

明治四十年末

同　四十一年ク

同四十二年ク

同　四十三年ク

同　四十四年ク

大正元年ク

院
法
数

　　1検察
判官ﾈ

4i　24！＊

4

4

4

4

4

261＊

2、1＊

24＊

24＊

26

9
3
9
3
0
2
0
1
0
1
0

　
　
　
　
1
4
　
「
⊥
　
　
噸
⊥
　
　
－

託囑
員

　
課

氾
及
氾

書
長
書

140　　28

139

130

137

133

31

27

27

26

134　　28

12

9

17

17

7

3

雇傭

168

167

158

146

157

161

合計

　381
＊　　3

　381
＊　　3

　366
＊　　2

　35
＊　　1

　357
＊　　1

　362

＊法院書記又ノ・警部ニシデ検察官代理ヲ兼ネタルnノナリ

825・民事第一審訴訟件藪　（穂藪、地方法院別）
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826・民事第二審訴訟件藪　（穂数、地方法院別）
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